
令和４年度個人番号利用事務系ネットワークにおけるセキュリティ対策業務に係る意見招請

〇寄せられた意見と三重県の考え方

書類名 ページ等 意見

1 詳細仕様書

3ページ

2.1.2.5

キ

【記載内容】

　取得したインベントリ情報等をもとに条件に合致するパソコンを抽出することができること。また、抽

出条件は保存することが可能なこと。

【意見】

　抽出条件の保存が出来なくても条件に合わせた端末一覧の抽出結果をcsvファイルなどで保存出来れば

仕様は満たせますでしょうか？

【考え方】

　抽出条件の保存機能は、抽出条件を保存しておき、次回以降速やかに同じ抽出条件で端

末一覧を抽出するための便利機能として記載したものであり、必須要件ではありません。

そのため、記載を一部削除し、以下のとおり変更します。

【変更案】

　取得したインベントリ情報等をもとに条件に合致するパソコンを抽出することができる

こと。

あり

2 詳細仕様書

6ページ

2.1.5.2

ア

（イ）

【記載内容】

　ファイルの作成（保存）、移動、コピーなどのファイルの操作記録（ファイルサーバや外部媒体へのア

クセスを含む）

【意見】

　本文言に加えて、重要ファイルの管理の効率化を目的とし下記の追記をご検討頂けますと幸いです。

　■追加項目案

---------------------------------------

ファイルの監査を目的としてパソコン上に保存されているファイルを対象に、特定個人情報/個人情報/機

密情報を含む可能性のあるファイルを検出できること。検出時は、ファイル名、ファイルサイズ、ファイ

ル作成日時、ファイル更新日時、ファイルパスを取得できること。また特定個人情報/個人情報/機密情報

が含まれる可能性のあるファイル操作を検知した際に、該当のパソコンに対して警告メッセージを表示で

きること。

---------------------------------------

【考え方】

　個人情報等を含むファイルを検索できる機能についての提案とお見受けしますが、当該

端末で利用する各種ファイルは原則として個人情報を含んでいると考えているため、抽出

する機能については、必須要件ではありませんので、変更は行いません。

なし

3 詳細仕様書

7ページ

2.1.6.3

ア

（ア）

【記載内容】

　PCカード、Express Cardスロットに接続された外部媒体読み取り・書き込み装置

【意見】

　現状で業務使用されており、今後も継続して使用されますでしょうか。

【考え方】

　現状で業務使用しておらず、今後も使用予定はないことから、記載を削除します。

【変更案】

　削除

あり

4 詳細仕様書

7ページ

2.1.6.3

ア

(イ)

【記載内容】

　CD/DVD読み取り・書き込み装置

【意見】

　Windows標準の書き込みソフトに対応していれば問題ないでしょうか。

【考え方】

　書き込みソフトの種別にかかわらず、使用許可・禁止の制御が必須となります。
なし

5 詳細仕様書

7ページ

2.1.6.4

イ

【記載内容】

　個々の媒体について、「2.1.6.5. 使用可能なパソコンの制限」「2.1.6.6. 使用可能な利用者の制限」

との組み合わせによる使用制限・使用許可が可能なこと。

【意見】

　個々の媒体と「 2. 1.6.5 . 使用可能な パソコン の制限」のパターンか個々の媒体と「 2. 1.6.6 . 使

用可能な利用者の制限」のパターンのどちらを選択しても設定可能な製品であれば仕様を満たせますで

しょうか？

【考え方】

　満たすことができます。表現を下記のとおり変更します。

【変更案】

　個々の媒体について、「2.1.6.5. 使用可能なパソコンの制限」または「2.1.6.6. 使用可

能な利用者の制限」との組み合わせによる使用制限・使用許可が可能なこと。

あり

6 詳細仕様書

7ページ

2.1.6.4

ア

【記載内容】

　許可された媒体以外は使用できないような制限が可能であること 。

【意見】

　現在ご利用の製品で利用許可されている媒体の登録情報や設定情報はございますでしょうか？

既にご運用されている設定情報がある場合には、登録情報や設定情報を引き継ぐ必要があり、その費用も

ご提案に含める必要があるという認識でよろしいでしょうか。

【考え方】

　許可された媒体の登録情報、設定情報はあります。これらの媒体は引き継ぐ必要があり

ますので、その費用も含めていただく必要があります。

なし

7 詳細仕様書

8ページ

2.1.8.2

オ

【記載内容】

　OS起動前にパスワード要求を行えること。また、パスワードの初期化を管理者側で可能なこと。

【意見】

　Windowsへのシングルサインオンに対応する必要はありますでしょうか。

【考え方】

　必須ではありません。
なし

上記意見とは別に、三重県で仕様の再検討を行い、以下項目について、記載を見直しを行います。

8 仕様書

6ページ

6.1

ア

【記載内容】

　各年度の支払額

各年度の支払額（税抜額）は、以下の割合を目安として、契約時に協議するものとする。

　令和４年度　総契約額の８０．５０％

　令和５年度　総契約額の４．３３％

　令和６年度　総契約額の４．３３％

　令和７年度　総契約額の４．３３％

　令和８年度　総契約額の４．３３％

　令和９年度　総契約額の２．１８％

【考え方】

　各年度の支払い額の目安を変更します。

【変更後】

　各年度の支払額

各年度の支払額（税抜額）は、以下の割合を目安として、契約時に協議するものとする。

　令和４年度　総契約額の８1．１７％

　令和５年度　総契約額の４．０９％

　令和６年度　総契約額の４．０９％

　令和７年度　総契約額の４．０９％

　令和８年度　総契約額の４．０９％

　令和９年度　総契約額の２．４７％

あり

9 詳細仕様書
3ページ

2.1.2.3
-

【考え方】

　以下内容を追加します。

【変更後】

　ウ. 現行セキュリティ対策システムではトレンドマイクロ社製ウイルス対策ソフトを採用

しているが、各業務システムは要件等によりトレンドマイクロ社製から変更できない可能

性がある。よって、本委託業務の受託事業者がトレンドマイクロ社製以外のウイルス対策

ソフトを選定した場合でも、運用期間中において、トレンドマイクロ社製ウイルス対策ソ

フトのパターンファイル配信が可能なこと。

あり

10 詳細仕様書

13ページ

3.3.2.2

【記載内容】

　三重県は個人番号利用事務系ネットワークにおけるセキュリティ対策システム用にラックを契約してい

るが、現行セキュリティ対策システムの機器を撤去（令和4年10月末予定）するまでは本委託業務で導入

する機器の設置スペースを確保していない。よって、三重県が契約するラックを利用できるタイミングま

では、三重県が指定するデータセンタにおけるラック契約を、本委託業務の受託事業者の負担で行うこ

と。その後、現行セキュリティ対策システムの機器が撤去された後に、三重県が契約するラックへ機器の

移設を行うこと。なお、移設日程については三重県と受託事業者で協議して決定することとするが令和4

年11月中を想定している。また、業務への影響を考慮し、作業は夜間または閉庁日に実施すること。

なお、「基本仕様書2.3 イ」により運用開始時期を遅らせる場合は、受託事業者によるラックの利用契約

期間が長くなるため注意すること。

【考え方】

　機器の移設は行わないこととします。

【変更後】

　三重県は個人番号利用事務系ネットワークにおけるセキュリティ対策システム用にラッ

クを契約しているが、現行セキュリティ対策システムの機器を撤去するまでは本委託業務

で導入する機器の設置スペースを確保していない。よって、本委託業務で導入する機器を

設置するラックについて、三重県が指定するデータセンタにおけるラック契約を、令和4年

10月までは本委託業務の受託事業者の負担で行うこと。その後、令和4年11月以降のラッ

ク契約は「3.3.2.3. 三重県が準備するデータセンタ概要」に準じて三重県が引き継ぐこと

とする。

　なお、「基本仕様書2.3 イ」により運用開始時期を遅らせる場合、現行セキュリティ対

策システムの機器を撤去する月までのラック契約は受託事業者で行い、翌月から三重県が

引き継ぐこととする。

あり

11 詳細仕様書
14ページ

3.5.4

【記載内容】

ウイルス対策ソフトのライセンス調達も本委託業務の範囲内とする。なお、パターンファイル取得の関係

上、別紙「個人番号利用事務系ネットワークで利用可能なウイルス対策ソフト」から選定すること。

【考え方】

　以下のとおり変更します。

【変更後】

　ア. パソコン及びサーバ（個人番号利用事務系ネットワークに接続する各業務システムの

サーバも含む）に導入するウイルス対策ソフトのライセンス調達も本委託業務の範囲内と

する。なお、パターンファイル取得の関係上、別紙「個人番号利用事務系ネットワークで

利用可能なウイルス対策ソフト」から選定すること。

　イ. 本委託業務の受託事業者がトレンドマイクロ社製以外のウイルス対策ソフトを選定し

た場合であっても、トレンドマイクロ社製ウイルス対策ソフトのパターンファイル配信を

可能とする為に必要となるライセンス調達も本委託業務の範囲内とする。

あり

No

寄せられた意見

三重県の考え方
仕様書の追記また

は修正有無
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12 詳細仕様書

16ページ

4.2.2

オ

（イ）

【記載内容】

　個人番号利用事務系ネットワーク内のパソコンに対して、個人番号利用事務系ネットワーク独自の設定

について適用を行うこと。独自の設定としては以下を想定しているが、個人番号利用事務系ネットワーク

の特性に応じて有用な設定等があれば、三重県の了承を得たうえで設定を行うこと。
【考え方】

　以下内容を追加します。

【変更後】

　・Microsoft Edge IEモードの利用に関する設定

あり

13 詳細仕様書
26ページ

7.2.3

【記載内容】

　　-

【考え方】

　以下内容を追加します。

【変更後】

　7.2.3.1.　各種設定変更・見直し

　　ア.　「4.2. セキュリティ対策システム導入及び設定」にて設定した内容について、三

重県からの依頼に基づき、設定変更、見直しを行うこと。

　　※以降の項番は繰り下げます

あり

14 - - - その他、表記、誤記等修正を行います。 あり
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